
議   第   ９７   号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

熊本市介護保険条例の一部改正について 

 

熊本市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１号中「４０，５６０円」を「３８，４００円」に改め、同条第２号中    

「５０，７００円」を「４８，０００円」に改め、同条第３号中「６０，８４０円」

を「５７，６００円」に改め、同条第４号中「７０，９８０円」を「６７，２００円」

に改め、同条第５号中「８１，１２０円」を「７６，８００円」に改め、同条第６号

中「９７，３４４円」を「９２，１６０円」に改め、同号ア中「第３５条の２第１項」

の次に「、第３５条の３第１項」を加え、「、当該合計所得金額」を「当該合計所得

金額」に、「とする」を「とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には０とする」

に改め、同条第７号中「１０５，４５６円」を「９９，８４０円」に改め、同条第８

号中「１２１，６８０円」を「１１５，２００円」に改め、同条第９号中        

「１３７，９０４円」を「１３０，５６０円」に改め、同条第１０号中        

「１４６，０１６円」を「１３８，２４０円」に改め、同条第１１号中        

「１５４，１２８円」を「１４５，９２０円」に改め、同条第１２号中        

「１６２，２４０円」を「１５３，６００円」に改め、同条第１３号中        

「１７０，３５２円」を「１６１，２８０円」に改める。 

附則第１０条の４の次に次の２条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率の特例） 

第１０条の５ 第３条第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

- 7 -



係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２３，０４０円とする。 

２ 第３条第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２８，８００円とする。 

３ 第３条第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

５３，７６０円とする。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１０条の６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第３条（第６

号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに

係る部分に限る。）の規定の適用については、同条第６号ア中「租税特別措置法」

とあるのは、「所得税法第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規

定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金

額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とす

る。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合

において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとす

る。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市介護保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 
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（提出理由） 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）の施行に

よる介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正及び熊本市高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画の見直しに伴い、保険料率の改定をする等のため、

所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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